
- 1 -

記者発表 平成２２年４月３０日

担 当 課 県民生活課

担 当 者 幸前・中井

電話番号 ０７３－４４１－２３４５

和歌山県は、

「各専門職人合同組合各職人協会」等の名称で

新聞折り込みチラシにより電話で申込みを受けて、役務提供している

倉谷 実（田辺市在住）に対し、特定商取引に関する法律に基づき業務

改善を指示しました。

認定した違反事項は、チラシの虚偽記載及び記載事項不備です。

併せて、和歌山県消費生活条例に定める違反行為（不当な取引行為）

があったので、情報提供します。

１．処分・情報提供の内容

和歌山県では、平成２２年４月３０日付けで、新聞折り込みにより配布するチラシ

に虚偽の名称や住所を記載し、または住所を記載せずに広告をし、消費者から電話に

より役務提供の契約の申込みを受けている倉谷 実（田辺市在住）に対して、特定商

取引に関する法律第１４条第１項の規定に基づき、業務改善指示を行いました。

併せて、同人の取引行為には、和歌山県消費生活条例に違反する行為があったので、

同条例第１８条の２の規定により情報提供します。

なお、本県では同法に基づく行政処分は、今回初めて行うものです。

（１）特定商取引に関する法律違反について

① 新聞折り込みによりチラシを配布し消費者から電話により役務提供の契約の申込

みを受ける取引形態は特定商取引に関する法律第２条第２項に規定される通信販売

に該当します。

② 同事業者は、氏名「倉谷 実」と記載せず、「○○ (株)会社 各専門職人合同組

合各職人協会」等と記載し、さらに代表として虚偽の氏名を記載していました。

また、現に活動している住所は田辺市であるにも関わらず那智勝浦町内の住所を

記載し、又は住所を記載していませんでした。

③ 法律に定める方法によらず、必要な表示事項を省略していました。

（２）和歌山県消費生活条例違反について

条例に定める次の不当な取引行為を行っていました。

① 重要事項不告知（条例第１８条第１項第１号に基づく同施行規則第３条第４号）

② 強引な代金請求（条例第１８条第１項第３号に基づく同施行規則第５条第５号）
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１ 事業者の概要
事業者名 各専門職人合同組合各職人協会こと倉谷 実
住 所 田辺市在住
取引形態 通信販売
事業内容 除草ほか各種役務の提供

２ 特定商取引に関する法律（以下「法」という。）第１４条第１項の規定に基づく業務改善指示
の内容

（１）通信販売を行うにあたり次のことについて、業務の改善を行うこと。
ア 役務の提供について広告をするときは、氏名又は名称、住所を偽ることなく、正確に

記載すること。
イ 広告には

・役務の対価(これ以外に消費者が負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額)
・支払いの時期及び方法
・役務の提供時期(期間または期限により表示)
・申込みの有効期限があるときは、その期限
・その他の特別の役務の提供条件があるときは、その内容
を記載すること。

また、法第１１条ただし書きの規定により、「請求により、これらの事項を記載した
書面を遅滞なく交付する」旨の記載をし、これらの事項の一部を広告に記載しない場合
は同法施行規則第８条第８号並びに第１０条第１項及び第２項に定めるところによるこ
と。

（２）指示の根拠
法第１１条及び法第１１条第５号に基づく同法施行規則第８条第１号に違反する行為を

行っており、通信販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が害されるおそ
れがあると認められるため、法第１４条第１項に基づき業務の改善を指示するものである。

（３）指示の原因となる事実
ア 当該事業者が新聞折り込みにより配布しているチラシには、「役務の対価」、「支払い

の時期及び方法」、「役務の提供時期」が記載されていない。また、これらの記載を一部
省略する場合には、「請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付する」
旨の記載を要するが、この記載もされていない。このことは、法第１１条に違反する。

イ 同チラシには、虚偽の名称、虚偽の代表者名を記載している。また、虚偽の住所を記
載し、又は住所を記載していない。このことは、法第１１条第５号に基づく同法施行規
則第８条第１号に違反する。

３ 和歌山県消費生活条例（以下「条例」という。）違反（不当な取引行為）について
（１）違反の内容

ア 重要事項不告知
（商品等の内容又は取引条件、取引の仕組みその他の取引に関する事項に係る重
要な情報を故意に提供しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行
為、条例第 18 条第１項第１号に基づく同施行規則第３条第４号）

自らが雇った者に指示し、消費者に対し金額を故意に知らせずに作業にあたらせ、作
業終了後又は作業終了間際に代金を請求した。

イ 強引な代金請求
（契約の成立について当事者間で争いがあるにもかかわらず、契約の成立を一方
的に主張して、執ような又は威圧的な言動等を用いて、強引に代金を請求する行
為、条例第 18 条第１項第３号に基づく同施行規則第５条第５号）

自ら又は自らが雇った者に指示し、消費者宅に電話(留守番電話)し、
「卑怯ですよ。」
「電話出なさいよ、あんた汚いですよ、ひとをだますんですか。」
「ふざけんな、こら、連絡来い、金払えよ。」
「串本町○○の○○興業ですけど、お金早く払ってくださいよ。夜も行きます
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よ、集金に。電話くれよ。○○○○－○○－○○○○、夜行きますよ。」
等の言動を用いて消費者に支払、又は連絡をすることを迫るなどの１３件の録音をした。

（２）具体的な事例
【事例１】

平成２１年２月、紀南地方に住む消費者Ｙ(70 歳代、女性)は、新聞折り込み
により配布されたチラシを見て、そこに記載の電話番号に電話をかけ、墓地１区
画の除草を依頼した。

翌日、Ｙ方に、作業員５人が来た。そして、作業員は金額を告げることなく、
作業にとりかかった。

作業終了後、作業員がＹの娘に
・金額は全部で 77 万 7,000 円です。よろしくお願いします。

等と書いた紙を手渡した。
娘は、請求が不当な額であると思ったが、その日、15 万円を支払い、残金は

翌日支払う約束をし、翌日残金を受け取りに来た男に 62 万 7,000 円を支払った。
（なお、この件については後日一部金額が返金されている。）

【事例２】
(１日目)

平成２１年１２月、紀南地方に住む消費者Ｚ(60 歳代、女性)は、新聞折り込
みにより配布されたチラシを見て、そこに記載の電話番号に電話をかけ、粗大ゴ
ミの処分を依頼した。

その日のうちに、Ｚ方に２人の作業員が来て、金額を告げることなく、倉庫等
から粗大ゴミを出し、その後３人の作業員が来て、軽トラック１台に積み込み運
んだ。

(２日目)
軽トラックで作業員２人が来て、残りの粗大ゴミの積み込みをしていた最中、

Ｚ方に電話が入った。電話の内容は、粗大ゴミの処分についての請求額を告げる
ものであり、Ｚはその高額な請求に驚き、息子に荷物を下ろしてもらうよう依頼
させ、その後、作業員に見積りを出すよう請求したが見積りをもらうことはでき
なかった。そのときは、お金を払わなかった。

(２日目～４日目)
Ｚ方の電話(留守番電話)に

「卑怯ですよ。」
「電話出なさいよ、あんた汚いですよ、ひとをだますんですか。」
「ふざけんな、こら、連絡来い、金払えよ。」
「串本町○○の○○興業ですけど、お金早く払ってくださいよ。夜も行きま
すよ、集金に。電話くれよ。○○○○－○○－○○○○、夜行きますよ。」

という、Ｚに支払、又は連絡をすることを迫るなどの内容のものが１３件録音さ
れた。

(５日目)
Ｚ方に、先日作業に来た男４人が来た。Ｚは脅威を感じたので、息子が対応し

たが、
「７万円に減額するから払え。」

と請求され、やむをえず７万円を支払った。

４ 当該事業者に関する相談件数（平成２２年４月現在）
平成２０年度 １６件
平成２１年度 ９件
平成２２年度 ０件

５ その他
当該事業者は、これら違反行為が自らの行為でない旨を申し述べていますが、県が行った

調査の結果、同人による違反行為であることを認定したものです。
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特定商取引に関する法律（抜粋）特定商取引に関する法律（抜粋）特定商取引に関する法律（抜粋）特定商取引に関する法律（抜粋）

（定義）

第２条

２ この章及び第 58 条の５において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が

郵便その他の主務省令で定める方法（以下「郵便等」という。）により売買契約又は役

務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは指定権利の販売又は役務の提供であつて

電話勧誘販売に該当しないものをいう

（通信販売についての広告）

第 11 条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは指定権利

の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところに

より、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示し

なければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を

遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。）を遅滞なく提供する旨の表示をする

場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの

事項の一部を表示しないことができる。

1．商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価（販売価格に商品の送料が含まれない

場合には、販売価格及び商品の送料）

2．商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法

3．商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

4．商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項

（第 15 条の２第１項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。）

5．前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

（指示）

第 14 条 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第 11 条、第 12 条、第 12 条の３（第

５項を除く。）若しくは前条第１項の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合に

おいて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害さ

れるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、必要な措

置をとるべきことを指示することができる。

1．通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は通信販売に係る売

買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否

し、又は不当に遅延させること。

2．顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようと

する行為として主務省令で定めるもの

3．前２号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引

の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして

主務省令で定めるもの

（業務の停止等）

第 15 条 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第 11 条、第 12 条、第 12 条の
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３（第５項を除く。）若しくは第 13 条第１項の規定に違反し若しくは前条第１項各号に

掲げる行為をした場合において通信販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提

供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しく

は役務提供事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提

供事業者に対し、１年以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部又は一部を停止

すべきことを命ずることができる。

第 72 条 次の各号のいずれかに該当する者は、 100 万円以下の罰金に処する。

2．第７条、第 14 条、第 22 条、第 38 条、第 46 条又は第 56 条の規定による指示に違反

した者

特定商取引に関する法律施行規則（抜粋）特定商取引に関する法律施行規則（抜粋）特定商取引に関する法律施行規則（抜粋）特定商取引に関する法律施行規則（抜粋）

（郵便等）

第２条 法第２条第２項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。

1．郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 （平成 14 年法律第 99 号）第２

条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業

者による同条第２項に規定する信書便

2．電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利

用する方法

3．電報

4．預金又は貯金の口座に対する払込み

（通信販売についての広告）

第８条 法第 11 条第５号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1．販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号

2．販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法に

より広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に

関する業務の責任者の氏名

3．申込みの有効期限があるときは、その期限

4．法第 11 条第１号に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき

金銭があるときは、その内容及びその額

5．商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その

内容

6．磁気的方法又は光学的方法によりプログラム（電子計算機に対する指令であって、

一の結 果を得る ことができ るように 組み合わされたものをいう。以下同じ。）を記録

した物を販売する場合、又は電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、ス

ポーツ、写真若しくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、若しくは観覧させ

る役務を提供する場合、若しくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記

録し、若しくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品又は役務を利用するた

めに必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件

7．前三号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは権利
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の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容

8．広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、法第 11 条 ただし書の書面を請

求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額

9. 通信販売電子メール広告（法第 13 条の３第１項第１号の通信販売電子メール広告

をいう。以下同じ。）をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアド

レス

第９条 法第 11 条本文の規定により通信販売をする場合の商品若しくは権利の販売条件

又は役務の提供条件について広告をするときは、次に定めるところにより表示しなけ

ればならない。

1．商品の送料を表示するときは、金額をもつて表示すること。

2．商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間又は期限をもっ

て表示すること。

3．商品若しくは指定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項

（法第 15 条の２第１項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。）

については、顧客にとつて見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方

法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示すること。

第 10 条 法第 11 条ただし書の規定により同条第１号及び第８条第１項第４号に定める購

入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭を表示しないことができる場合はそ

の金銭を全部表示しない場合とし、この場合において法第 11 条各号に定める事項（第

８条第１項第３号及び第６号から第９号までに掲げる事項並びに法第 15 条の２第１項

ただし書に規定する特約がある場合にあつては、商品若しくは指定権利の売買契約の

申込みの撤回又は売買契約の解除（以下この条において、「申込みの撤回等」という。）

の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期

間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は指定権利の引取り若しくは返

還に要する費用の負担に係る事項を除く。）の一部を表示しないことができる。

２ 購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭の全部を表示する場合は、法第

11 条第２号から第５号までに定める事項（第８条第１項第３号、第４号及び第６号か

ら第９号までに掲げる事項及び法第 15 条の２第１項ただし書に規定する特約がある場

合にあつては申込みの撤回等の可否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申

込みの撤回等が可能である期間その他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は

指定 権利の引取 り若しく は返還に要 する費用 の負担に 係る事項を 除く。）の一部を表

示しないことができる。ただし、売買契約又は役務提供契約に係る金銭の全部又は一

部の支払が商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務の提供前である場合にあつては

商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払時期、売買契約又は役務提供契約の申

込みを受けた後遅滞なく当該申込みに係る商品を送付しない場合若しくは権利を移転

しない場合又は役務を提供しない場合にあつては法第 11 条第３号に掲げる事項及び法

第 15 条の２第１項ただし書に規定する特約がある場合にあつては申込みの撤回等の可

否、申込みの撤回等が可能である場合にあつては申込みの撤回等が可能である期間そ

の他申込みの撤回等が可能となる条件及び商品又は指定権利の引取り若しくは返還に

要する費用の負担に係る事項及び商品に隠れた瑕疵がある場合に販売業者がその責任

を負わない場合にあつては販売業者の責任に関する事項についてはこの限りでない。
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和歌山県消費生活条例（抜粋）和歌山県消費生活条例（抜粋）和歌山県消費生活条例（抜粋）和歌山県消費生活条例（抜粋）

(不当な取引行為の禁止等)

第 18 条 事業者は、消費者との間で行う商品等の取引に関し、次の各号のいずれかに該

当する行為で規則で定めるもの (以下「不当な取引行為」という。 )を行ってはならな

い。

(1) 消費者に対し、不実のことを告げ、誤信を招く情報を提供し、威迫し、心理的に不

安な状態に陥れる等の不当な方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行

為

(3) 消費者に対し、契約 (契約の成立について、当事者間で争いのあるものを含む。 )に

基づく債務の履行を不当に強要し、又は契約に基づく債務の履行を不当に拒否し、若

しくは遅延させる行為

(情報の提供)

第 18 条の 2 知事は、この条例の他の規定に定めるもののほか、県民の消費生活の安定及

び向上を図り、消費者被害の発生及び拡大を防止するため、消費生活に関する情報を

収集し、消費者に必要な情報を提供するものとする。

○和歌山県消費生活条例施行規則（抜粋）○和歌山県消費生活条例施行規則（抜粋）○和歌山県消費生活条例施行規則（抜粋）○和歌山県消費生活条例施行規則（抜粋）

(不当な取引行為)

第 3 条 条例第 18 条第 1 項第 1 号に該当する行為で規則で定めるものは、次に掲げると

おりとする。

(4) 商品等の内容又は取引条件、取引の仕組みその他の取引に関する事項に係る重要な

情報を故意に提供しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

第 5 条 条例第 18 条第 1 項第 3 号に該当する行為で規則で定めるものは、次に掲げると

おりとする。

(5) 契約の成立について当事者間で争いがあるにもかかわらず、契約の成立を一方的に

主張して執ような又は威圧的な言動等を用いて、強引に代金を請求し、又は支払わせ

る行為


